
 
 

  

 
 

 

 

                      

 

 

 

自治会活動に携わる全ての皆様を応援するとともに自治会をより活性化させるサポート制度、 

それが「いきいき地域サポーター制度」です！  

 いきいき地域サポーターについて（概要）               

◆利用可能な団体・事業 

 ・長崎市内の自治会(老人会・子供会等も含む)が行う事業  

・小学校区子どもを守るネットワークが行う事業 

・自治会未組織地区の住民が、自治会設立等に向けて行う事業 

◆サポーター利用料金 

★サポーター派遣に係る料金は無料！ 

 ※ただし、活動に掛かる材料費や資料等の代金は利用団体の負担となります 
 

◆依頼内容（一例） 

自治会運営について相談したい ／ 手芸や工作を習いたい ／民踊や舞踊を習いたい 

           お菓子作りを習いたい ／ 絵手紙講座を受けたい ／ マジックで敬老会を盛り上げたい 
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長崎市自治振興課 

TEL(095)829-1134 

FAX(095)829-1233 

自治会で開催してい

るイベントをもっと

盛り上げたい！ 

自治会にもっと加入

してもらいたい！ 

 

・リサイクル活動謝礼金 

リサイクル推進員は、自治会長からの推薦により、市長が委嘱します。 

自治会内で協議後、自治会長から推薦状を提出してください。 

・推進員活動内容 

詳しくは廃棄物対策課までお尋ねください。

（直通０９５－８２９－１１５９） 

 
あなたの自治会にもリサイクル推進員 

（ごみ減量リーダー）を配置しませんか？ 

 

自治会内のごみ減量のリーダーとして、リ

サイクルに関する情報の提供や、地域の要

望の伝達、ごみの分別の周知・啓発等をお

願いしています。 

 

推進員の任期は２年です。任期中、

途中交代されても構いません。 

推進員の属する自治会に謝礼金を交付しま

す。推進員の人数にかかわらず、自治会に

対し年度末（３月頃）に交付します。 

 

推進員の任期 

 

  

リサイクル推進員を配置するには？ 

 

 


